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社会福祉法人福生会 三朝温泉三喜苑通所介護事業所  

重要事項説明書 

 

１．サービスの概要   

（１）  名称及び所在地 

名 称 三朝温泉三喜苑 通所介護事業所 

所在地 
鳥取県東伯郡三朝町横手３９６番地 
（鳥取県東伯郡三朝町山田１０８番地５） 

電話・ファックス TEL（0858）43-3330 FAX（0858）43-3321 

介護保険指定番号 鳥取県第３１７１４０００２５号 

通常のサービスの実施地域 三朝町及び倉吉市 

 
（２）職員体制 

職員の職種、員数及び職務内容は別表１のとおり。 
 
（３）利用定員 １日につき３５名 
 
（４）設備の概要 

デイルーム（食堂） １室 静養室 １室 

機能訓練室 １室 特殊浴室 １室 

相談室 １室 一般浴室 １室 

 
（５）営業日及び営業時間 

営 業 日      毎週月曜日から土曜日（１月１日及び２日を除く） 
営業時間      午前８時３０分から午後５時３０分まで。 

           なお、通所介護従事者を確保した上で、行事等により 
営業時間を超えて営業することがあります。 

サービス提供時間 午前８時３０分から午後５時３０分まで。 
なお、送迎時間は除きます。 

 
 

２．サービスの内容 
（１）通所介護（介護予防通所介護相当サービス）計画の作成 
   ご利用者の日常生活全般の状況及び要望を踏まえ「居宅サービス計画」

に沿って作成します。 
「通所介護（介護予防通所介護相当サービス）計画」の内容をご利用者

に説明します。 
 

（２）食事 
ご利用者の身体状況、嗜好に配慮した食事を提供します。 
＜食事時間＞ 

朝食８時１５分から   昼食１２時から  夕食１６時４５分から 
 

（３）入浴 

ご利用者の身体状況や要望を踏まえ「通所介護（介護予防通所介護相

当サービス）計画書」に基づいて入浴していただきます。 
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（４）介護 

 ・通所介護計画に基づいて、各介護サービスを実施します。 

・ご利用者の心身の状況に応じて、自立支援にも配慮した適切な方法によ

りお手伝いをいたします。 

 

（５）機能訓練 
日常生活での動作や機能を改善・維持する事を目的に、機能訓練計画に
基づき、機能訓練を行います。 
 

（６）生活相談 

生活相談員等がご利用者やご家族の相談に応じます。 
 

（７）健康管理 
看護職員がご利用者の健康保持に協力します。 
 

（８）送迎 
ご利用者のご希望に合わせて、送迎サービスを致します。 
 

（９）レクリエーション 
ご利用者の心身の活性化のための活動を行います。 

 

 
３．利用料金 
（１）介護給付によるサービス（保険一部負担金） 
  ＊別表２に記載しています。 
 
（２）その他介護給付によるサービス（保険一部負担金） 
  ①延長加算                             １時間 ５０円 
  ②入浴介助加算（Ⅰ）                      １日  ４０円 
  ③個別機能訓練加算（Ⅰ）イ                     １日  ５６円 
  ④個別機能訓練加算（Ⅱ）                    １月  ２０円 

  ⑤栄養アセスメント加算       （１月につき）   ５０円 
⑥口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）（6 ヶ月に 1 回）１回    ２０円 

  ※栄養アセスメント加算を算定した場合は(Ⅱ)   １回     ５円 
⑦サービス提供体制強化加算（Ⅰ）          １日  ２２円 

   ⑧ＡＤＬ維持等加算（Ⅰ）             １月  ３０円 
    ⑨科学的介護推進体制加算            １月  ４０円 
  ⑩介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） ９．２％ 

⑪送迎を実施しない場合             片道４７円減算 
⑫ケアハウス三喜苑から利用 （同一建物減算）１日  ９４円減算 
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（３）日常生活支援総合事業「介護予防通所介護相当サービス」 

（保険一部負担金） 
①介護予防通所介護相当サービス料金（１月につき）  
＊別表３に記載しています。 

  ②栄養アセスメント加算      （１月につき）     ５０円 
  ③口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）（6 ヶ月に 1 回）     ２０円 

※栄養アセスメント加算を算定した場合は(Ⅱ)    １回     ５円 
④サービス提供体制強化加算（Ⅰ） （１月につき）要支援１ ８８円 

要支援２１７６円 
⑤科学的介護推進体制加算     （1 月につき）      ４０円 

  ⑥介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） ９．２％ 

⑦ケアハウス三喜苑から利用（同一建物減算 1 月につき） 
         要支援１    ３７６円減算  

                        要支援２    ７５２円減算 
⑧送迎を実施しない場合              片道４７円減算 

  ＊上記金額は負担割合が１割の方です。 
２割負担の方は金額×２です。 
３割負担の方は金額×３です。 

 
（４）その他の介護保険給付対象とならないサービス 
  ①食費 朝食５００円  昼食５００円   夕食５００円 
  ②おやつ代 ５０円 

  ③送迎代（通常の実施地域外） 
・通常の事業の実施地域から片道おおむね１５km 未満 

 ５００円 
・通常の事業の実施地域から片道おおむね１５km 以上の場合 

５km につき ２００円 
  ④営業時間外の利用について 

・営業時間を除く、午前７時３０分から午後６時００分まで延長する 
ことができます。 

・営業時間を超える利用の場合 １時間につき５００円徴収します。 
  ⑤おむつ代 

    リハビリパンツ・オムツ ２００円 
    パット（大） １００円  パット（小） ５０円 
 
（５）お支払い方法 

お支払い方法は、口座振替です。 
月ごとの精算とし、振替日はご利用月の翌月の１５日（山陰合同銀行）

又翌々月の４日（その他の銀行・郵便局・農協等）です。当日、金融機関
が休日の場合は翌営業日になります。前日までに残高の確認をお願いしま
す。 

 
 

 
 
 
 
 



 重4 

４．利用を中止（お休み）する場合 

（１）ご利用者の都合により、利用を中止する場合 
ご利用者のご都合により利用を中止される時は早めにご連絡ください。

また、ご利用当日に、体調不良、その他やむを得ない事情が生じた場合に
は、 午前８時までにご連絡ください。 

 
（２）事業者からサービスを中止させていただく場合 

体調不良その他サービスを提供することが困難な事由が生じた時は、事
業者からサービスの提供をお断りすることがあります。 

 
（３）その他の場合 

その他サービスのご利用を中止される場合の料金については、ご相談下
さい。 

 
 
５．当施設のサービスの特徴 
（１）  運営の方針 
・要介護状態等の心身の特性を踏まえて、その利用者が可能な限りその居

宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができ
るよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに
その家族の身体的、精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上
の世話及び機能訓練等の介護その他必要な援助を行う。 

・事業に実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービ
スとの密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 

 
（２）当施設をご利用にあたっての留意事項 

（ア）送迎について 
・ 送迎時間は、原則営業時間内としますが、通所介護（介護予防通所介

護相当サービス）従事者が対応可能な場合は営業時間外の送迎も行い
ます。 

・ 交通事情、気象状況等により送迎時間が遅れることがあります。 
・ お迎え時間に変更がある場合は、利用日の午前８時００分までにご連

絡ください。 
（イ）体調確認 
・ 当日の体調に変化があった場合は、職員にお知らせください。 

（ウ）食事のキャンセル 
・ 食事をとられない場合は、来苑の際、お知らせください。 

 
 
６．緊急時の対応方法 

ご利用者に容体変化があった場合は、医師に連絡する等の必要な処置を
講じます。又、ご家族にも速やかにご連絡しますので、緊急時のご連絡
先（勤務先等）を、お知らせ下さい。 

 
 
７．非常災害対策 

年に１回以上の避難、救出訓練を実施します。 
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８．虐待防止に関すること 

ご利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講じます。 
（１）虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、 

その結果について、職員に周知徹底を図ります。 
（２）虐待の防止のための指針を整備します。 
（３）職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施します。 
（４）（１）から（３）に掲げる措置を適切に実施するための担当者を 

配置します。 
 

担当者 更田恵美 

 

事業所はサービスの提供中に、職員又は養護者（利用者の家族等高齢者
を現に養護する者）による虐待を受けたと思われるご利用者を発見した
場合は、速やかに市町村に通報させていただきます。 
 
 

９．サービスに関する苦情・相談  

  サービスに関する苦情、相談等がございましたらご連絡ください。 

（１）当施設ご利用者相談・苦情担当 
担当 居宅サービス１課 更田 恵美 
鳥取県東伯郡三朝町横手３９６番地（〒682-0125） 

 電 話 （０８５８）４３－３３３０ 

（２）苦情解決責任者 施設長 藤原 佐智 
鳥取県東伯郡三朝町横手３９６番地（〒682-0125） 
電 話 （０８５８）４３－３３２２ 

（３）苦情解決第三者委員 

   鳥取県東伯郡三朝町山田２６９－３（〒682-0122）  

阿部 美知代  電話 ０９０－７９９７－７１３９ 
   鳥取県東伯郡三朝町今泉２９１番地１（〒682-0151） 
   松浦 靖明   電話（０８５８）４３－０６６３ 
   ＊対応時間 9：00～17：00 12/31～1/3 8/13～8/16 を除く 

（４）鳥取県社会福祉協議会鳥取県福祉サービス運営適正化委員会 
   鳥取県鳥取市伏野１７２９－５（〒689-0201） 
   電 話  （０８５７）５９－６３３５ 
   ファックス（０８５７）５９－６３４０ 

 その他、市町村・国保連の相談・苦情窓口等でも受け付けています。 
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１０．当法人の概要  

 

・名 称  社会福祉法人 福生会 
・代表者  理事長  谷口 宗弘 
・所在地  鳥取県東伯郡三朝町横手３９６番地 
・電話番号 （０８５８）４３－３３２２ 
・事業所  鳥取県東伯郡三朝町横手３９６番地 

        三朝温泉三喜苑 通所介護事業所 
       施設長 藤原 佐智 

・施設・拠点等  
１．三朝温泉三喜苑 介護老人福祉施設 

２．三朝温泉三喜苑 短期入所生活介護事業所 
３．三喜苑 居宅介護支援事業所 
４．ケアハウス三喜苑 

          ５．賀茂保育園（三朝町指定管理者） 
          ６．グループホーム仁の里 
          ７．三喜苑西郷通所介護事業所 
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事業者は、利用者へのサービス提供開始にあたり、上記のとおり重要事項

を説明しました。 
 
 

事業者  鳥取県東伯郡三朝町横手３９６番地 
社会福祉法人 福生会 
理事長 谷 口  宗 弘     印 

 
説明者  三朝温泉三喜苑 
     所属 通所介護事業所 
     氏名               印 

 
 
 

私は、事業者より上記の重要事項について説明を受け、同意しました。 
 
令和  年  月  日 
 

利用者   住 所 
               

氏 名             印 
 

（署名代行者）  住 所 
 

氏 名             印 
 
利用者代理人  住 所 

 
氏 名             印 
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別表１ 通所介護（介護予防）職員体制 

 
  職員体制（職員の職種、員数及び職務内容） 
 

 常勤 業務内容 

管理者 １名 
事業所の従業員の管理及び業務の管理を一元

的に行う。 

生活相談員 

 

1 名以上 

 

利用者及び家族の必要な相談に応じるととも

に適切なサービスが提供されるよう、事業所内

のサービスの調整、居宅介護支援事業者等の関

係機関との連携において必要な役割を果たす。 

機能訓練指導員 
 

1 名以上 
 

利用者が日常生活を営むのに必要な機能の減

退を防止するために必要な訓練指導及び助言

を行う。 

介護職員 
 

5 名以上 
 

通所介護の提供にあたり利用者の心身の状況

等を的確に把握し、利用者に対し適切な介助を

行う。 

看護職員 
 

1 名以上 

健康チェック等を行うことにより利用者の健

康状態を的確に把握するとともに、利用者が各

種サービスを利用するために必要な処置を行

う。 

  上記に定める者のほか、施設運営上必要な職員を配置するものとする。 
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別表２ 介護給付によるサービス(保険一部負担金） 

 

 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

３～４時間  ３７０円  ４２３円  ４７９円  ５３３円  ５８８円 

４～５時間  ３８８円  ４４４円  ５０２円  ５６０円  ６１７円 

５～６時間  ５７０円  ６７３円  ７７７円  ８８０円  ９８４円 

６～７時間  ５８４円  ６８９円  ７９６円  ９０１円 １００８円 

７～８時間  ６５８円  ７７７円  ９００円 １０２３円 １１４８円 

８～９時間  ６６９円  ７９１円  ９１５円 １０４１円 １１６８円 

 

※３時間未満のご利用の方は３～４時間の料金の 70％の料金を頂きます。 

（介護度により料金が異なります。） 
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別表３ 日常生活支援総合事業「介護予防通所介護相当サービス」 

（保険一部負担金） 

 

【三朝町】 

事業対象者・支援 1（週１回程度）  

 1 ヶ月 1,798 円 

 入院等により利用が予定の半数以下だった場合 

1 回 436 円×回数 

            

支援 2（週 1 回程度）  1 ヶ月 1,798 円 

 入院等により利用が予定の半数以下だった場合 

1 回 436 円×回数 

 

支援 2（週 2 回程度）  1 ヶ月 3,621 円 

入院等により利用が予定の半数以下だった場合 

1 回 447 円×回数 

 

 

【倉吉市】 

事業対象者・支援 1（週 1 回程度）   

1 ヶ月 4 回までの場合、1 回 436 円×回数 

            1 ヶ月 4 回を超えた場合、1 ヶ月 1,798 円 

 

支援 2（週 2 回程度）  1 ヶ月 8 回までの場合、1 回 447 円×回数 

            1 ヶ月 8 回を超えた場合、1 ヶ月 3,621 円 


